
【　適用基準　】
（支援法施行令）

新潟県（30市町村）

（30市町村） 第1条第3号 1月1日 （ 3月25日 ）

富山県（15市町村）

（15市町村） 第1条第3号 1月1日 （ 2月2日 ）

石川県（19市町）

（19市町） 第1条第3号 1月1日 （ 1月6日 ）

【適用団体】　3県64市町村

令和６年能登半島地震に係る
被災者生活再建支援法の適用団体一覧

（令和６年３月25日（月）19時00分現在）

【　該当区域　】 【　発生日（決定日）　】

 


